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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求める

ため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して１月間

縦覧に供した。 

 

（１）公告の日 

平成 29年３月１日（水） 

 

（２）公告の方法 

① 平成 29年３月１日（水）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

・大分合同新聞（朝刊 19面）                ［ 別紙１ 参照 ］ 

② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。 

・自治体の広報誌へ掲載した。               ［ 別紙２ 参照 ］ 

市報おおいた３月号（P14） 

広報うすき３月号（P21） 

・当社ホームページへ掲載した。         ［別紙３－１、３－２ 参照 ］ 

・自治体（大分県、大分市）のホームページへ掲載した。 

［別紙４－１、４－２ 参照 ］ 

 

（３）縦覧場所 

自治体庁舎９箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

① 自治体庁舎 

・大分県庁 生活環境部 環境保全課 

・大分市役所 環境部 環境対策課 

・鶴崎市民行政センター 

・稙田市民行政センター 

・大在市民センター 

・坂ノ市市民センター 

・佐賀関市民センター 

・一尺屋連絡所 

・臼杵市役所 市民部 環境課 

② インターネットの利用 

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。   ［別紙３－１、３－２ 参照 ］ 
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（４）縦覧期間 

平成 29年３月１日（水）から平成 29年３月 31日（金）までとした。 

縦覧時間は、土曜日、日曜日および祝日を除く、各庁舎の開庁時間内とした。 

インターネットの利用による電子図書の閲覧は、縦覧期間中には常時アクセス可能な

状況とした。 

 

（５）縦覧者数 

総数１名（閲覧用紙にチェックしたもの） 

（内訳） 

① 自治体庁舎 

・大分県庁 生活環境部 環境保全課                  ０名 

・大分市役所 環境部 環境対策課                   ０名 

・鶴崎市民行政センター                       ０名 

・稙田市民行政センター                       ０名 

・大在市民センター                         ０名 

・坂ノ市市民センター                        ０名 

・佐賀関市民センター                        ０名 

・一尺屋連絡所                           ０名 

・臼杵市役所 市民部 環境課                     １名 

 

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第７条の２の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会

を開催した。 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。 

 

（１）開催日時 

１回目：平成 29年３月 18日（土） 14時 00分～16時 00分 

２回目：平成 29年３月 19日（日） 10時 00分～12時 00分 

 

（２）開催場所 

１回目：坂ノ市公民館 (住所)大分市坂ノ市西 1-10-6 

２回目：臼杵市中央公民館 (住所)臼杵市大字臼杵浜 2-107-562 

 

（３）来場者数 

１回目：10名 

２回目： 9名 
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３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見

書の提出を受け付けた。 

 

（１）意見書の提出期間 

平成 29年３月１日（水）から平成 29年４月 14日（金）まで 

（縦覧期間及びその後２週間とし、郵送受付は当日消印有効とした。） 

 

（２）意見書の提出方法                 

① 縦覧場所及び説明会での意見書提出             ［ 別紙５－１］ 

② 当社への郵送及び電子メールによる書面の提出        ［ 別紙５－２］ 

 

（３）意見書の提出状況 

① 縦覧場所における意見書数                   （意見書数） 

・大分県庁 生活環境部 環境保全課                  ０通 

・大分市役所 環境部 環境対策課                   ０通 

・鶴崎市民行政センター                       ０通 

・稙田市民行政センター                       ０通 

・大在市民センター                         ０通 

・坂ノ市市民センター                        ０通 

・佐賀関市民センター                        ０通 

・一尺屋連絡所                           ０通 

・臼杵市役所 市民部 環境課                     １通 

② 説明会における意見書数                    （意見書数） 

・１回目                              ０通 

・２回目                              １通 

③ 弊社への郵送及び電子メール等による意見書数          （意見書数） 

３通 

※ 意見書の提出が５通に対して、意見総数は 24件であった。 
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第２章 環境影響評価方法書の環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により

述べられた環境の保全の見地からの意見は 24件であった。 

「環境影響評価法」第９条及び「電気事業法」第 46条の６第１項の規定に基づく、方法

書についての提出意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 

 

1. 事業計画 

No. 提出意見の概要 当社の見解 

1 ルート決定の際は、すぐに知らせて下さい。 ご意見のとおり、特に道路工事を伴う風力発

電施設の搬入ルートを計画した際は、できる

だけ早い段階で地元行政及び地元地域の皆様

への情報提供に努めます。 

2 森林開発は、地域の景観を損なわないように、

なおかつ、自然との融和のできるような観光

名所となれるような施設を作って下さい。期

待しています。 

ご意見を踏まえ、景観に係る影響については、

方法書に記載した調査、予測及び評価を適切

に行い、その結果を準備書に記載します。ま

た、観光名所の設置等の地域貢献策について

は、地元地域の皆様と相談しながら検討して

いきたいと考えています。 
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2. コウモリ類 

No. 提出意見の概要 当社の見解 

3 欧米での風力発電アセスメントにおいて、最

も影響を受ける分類群として、コウモリ類と

鳥類が懸念されており（バット＆バードスト

ライク）、その影響評価等において重点化さ

れている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットスト

ライクが起きており、不確実性を伴うもので

はなく、確実に起きる事象と予測して影響評

価を行うべきである。 

このことを踏まえて本配慮書に対して以下の

通り意見を述べる。 

①第 7-2-表(3)における事業者見解で「コウ

モリ類への予測評価については，十分な調査

結果を得た上で行い、準備書に記載します」

述べていることから、必ず、十分な調査を行

うこと。 

コウモリ類調査は、任意観察調査、日没後の

バットディテクターによる飛翔状況調査、捕

獲調査、自動録音調査を予定しています。捕

獲調査については、ハープトラップにより実

施することを検討しており、自動録音調査に

ついては、使用するバットディテクターは周

波数解析が可能な機種を使用し、春から秋に

かけて録音を実施することを検討していま

す。具体的な調査機材や調査手法、調査期間

等については、コウモリ類の専門家の指導を

踏まえ決定します。 

4 ②音声の自動録音調査は春から秋まで連続し

て行い、時期や気象条件下における空間利用

状況を把握できるような「十分な調査結果」

を得ること。 

5 ③捕獲調査はかすみ網を用いた調査を行い、

高空飛翔種の捕獲を目的とした「十分な調査

結果」を得ること。 

6 ④バットディテクター調査はフルスペクトラ

ム方式を使用し、事業実施区域内を面的に把

握できるような「十分な調査結果」を得るこ

と。 

7 ⑤上記②から④の調査において、「十分な調査

結果」が得られていない場合は、翌年以降も

調査を行うこと。不確実性を伴う予測評価は

行わないこと。 
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No. 提出意見の概要 当社の見解 

8 ■P209専門家へのヒアリングについて 

ヒアリング日時や場所の記載がないが、本当

にヒアリングを実施したのか？ 

平成 28 年 12 月に専門家へのヒアリングを実

施しましたが、専門家個人の特定を避けるた

め、具体的な日時及び場所、論文の記載につ

いては差し控えさせて頂きます。今後、必要

に応じてコウモリ類の専門家への追加のヒア

リングを検討します。 

9 ■P209専門家へのヒアリングについて 

専門分野に「哺乳類及びその他の動物」とあ

るが対象分野が広すぎる。広範囲の知識を持

つ者はジェネラリストと呼ぶ。事業者がヒア

リングしたのはジェネラリストであってコウ

モリの専門家（スペシャリスト）ではないと

いうことか？仮にコウモリの専門家であると

いうならば、この者が発表したコウモリ類に

関する論文全て記載せよ。 

10 ■P209専門家へのヒアリングについて 

国立大のコウモリ類の専門家は高高度の自動

録音調査が必須と言っていた。一方で事業者

の雇った「哺乳類及びその他の動物」の専門

家の発言内本は曖味で、意見の理由もまった

く記載されていない。この者の専門分野はコ

ウモリではなくネズミか大型哺乳類など別分

野の専門家ではないのか。必ず「コウモリ類

の専門家」にヒアリングを行うこと。 

11 ■コウモリ類の捕獲調査について 

事業者は尾根部に風車を立てるのではなかっ

たか？谷で捕獲する意味を述べよ。 

コウモリ類の捕獲調査は対象事業実施区域内

及び周辺においてコウモリ類の捕獲に適した

地点で実施いたします。具体的な調査地点や

調査手法については、コウモリ類の専門家の

指導を踏まえ決定します。 

12 ■コウモリ類の捕獲調査について 

ハープトラップは低空のコウモリを捕獲する

道具だ。本事業は風力発電アセスであろう。

ならば高空飛翔性の種の確認をするため尾根

部にカスミ網を設置するか、尾根部の樹冠上

ヘハープトラップを吊り上げるべきではない

のか。 

 

13 ■コウモリ類調査について 

図面にコウモリの自動録音調査地点の記載が

ない。使用するバットディテクターの機種名

や台数、探知可能距離が記載していない。方

法書には調査方法に関する基礎的な情報を全

て記載せよ。 

自動録音調査の調査地点及び使用するバット

ディテクターの機種名等の基礎的な情報は準

備書において記載いたします。 
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No. 提出意見の概要 当社の見解 

14 ■コウモリ類調査について 

気象観測塔に設置するバットディテクターに

ついて設置高の記載がない。バットディテク

ターのマイクを設置する高さと、マイクが上

向きなのか下向きなのか明記すること。 

本事業では気象観測塔の設置を予定していな

いため、バットディテクターは調査地点ごと

に林床部と林冠上部にそれぞれ設置すること

を予定しています。実際にバットディテクタ

ー（マイク）を設置した高さは準備書におい

て記載いたします。また、林冠上部のマイク

は高空を飛翔するコウモリの音声の録音を目

的として上向きに設置することを予定してい

ますが、具体的な調査手法はコウモリ類の専

門家の指導を踏まえて決定します。 

15 ■コウモリ類調査について 

コウモリ類について「自動録音調査を行う」

とあるが、詳細が記載していない。事業者は

「自動録音バットディテクター」を使用して

も地上からでは高空、つまりブレードの回転

範囲の音声はほとんど録音できないことを認

識しているのか？ 

16 ■コウモリ類調査について 

本事業は風力発電事業のアセスであろう。な

らば「風速とコウモリの出現頻度」の関係を

把握するべきではないのか？ 

本事業では気象観測塔の設置を予定していな

いため、風速の調査については専門家の指導

のもと実施を検討いたします。 

17 ■コウモリ類調査について 

自動録音調査の調査期間の記載がない。当然

ながらコウモリの活動期間中、毎日、日没１

時間前から日の出まで自動録音すること。 

自動録音調査はコウモリ類の活動期間である

春から秋にかけて実施することを検討してい

ます。具体的な調査手法、調査期間について

はコウモリ類の専門家の指導を踏まえ決定し

ます。 

18 ■コウモリ類調査について 

バットストライクが問題となっている。しか

しコウモリ相調査だけではバットストライク

の予測はできない。事業者はコウモリ類につ

いて調査の重点化を行うべきではないのか。 

バットストライクによるコウモリ類への影響

については、調査手法及び予測評価手法は確

立されていない状況であると考えています。

そのため、コウモリ類の調査手法及び影響の

予測評価の手法については、コウモリ類の専

門家の指導のもと、他事例の予測評価手法等

を参考に検討いたします。 
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3. その他 

No. 提出意見の概要 当社の見解 

19 人体への影響は。 風力発電施設の稼動により人体への影響が想

定される環境要素として騒音、超低周波音及

び風車の影が考えられますが、これらについ

ては方法書に記載した調査、予測及び評価に

より、適切な環境保全措置を実施することで、

影響の回避・低減に努めます。また、その結

果を準備書に記載します。 

20 電波（テレビ無線等）への影響は。 電波障害に係る影響については、地上デジタ

ル放送の中継局として、本事業の風車配置想

定範囲が位置している尾根を境に、北側は大

分局、南側は臼杵中継局、臼杵下ノ江中継局、

佐志生中継局、一尺屋中継局、東側は佐賀関

中継局があることから、風力発電施設の稼動

が電波障害の原因となる可能性は低いものと

考えます。ただし、電波障害の問題が発生し

た場合には、原因を調査し、適切な環境保全

措置を検討します。 

21 一次産業についてはどうか。 一次産業への影響については、重大な影響は

ないものと考えております。ただし、今後、

新たな知見や問題が生じた場合は、地元地域

の皆様と相談しながら対策を検討していきた

いと考えています。 

22 空気の流れは。 風力発電施設の設置により、地域全体の空気

の流れに変化が生じることはないと考えてお

ります。 

23 木佐上地区へのメリット・デメリットは。 地元地域へのメリットについては、地元地域

の皆様と相談しながら検討していきたいと考

えています。また、デメリットについては、

環境への影響が考えられますが、これらにつ

いては方法書に記載した調査、予測及び評価

により、適切な環境保全措置を実施すること

で回避・低減に努めます。また、その結果を、

準備書に記載します。 

24 何か別の施設は? 観光名所の設置等が考えられますが、地元地

域の皆様と相談しながら検討していきたいと

考えています。 

  



11 

 

［別紙１］ 

 

○大分合同新聞による公告 

 ･ 平成 29年３月１日（水）、朝刊 19面に掲載 
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［別紙２］ 

 

○自治体広報誌に掲載したお知らせ 

･ 市報おおいた３月号（P14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･ 広報うすき３月号（P21） 
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［別紙３－１］ 

 

○当社ホームページに掲載したお知らせ 

 ･ 平成 29年３月１日（水）から掲載 
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［別紙３－２］ 
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［別紙４－１］ 

 

○自治体（大分県、大分市）のホームページに掲載したお知らせ 

 

･ 大分県のホームページ 
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［別紙４－２］ 

 

･ 大分市のホームページ 
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［別紙５－１］ 

 

○縦覧場所に備え付けの意見書 
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［別紙５－２］ 

 

○当社ホームページに掲載した意見書（ダウンロード用） 

 


